
１．対象者：月賦、半年賦、年賦での返還者（一括返還者は対象外）

２．２月末までに奨学金を返還する奨学生本人もしくは連帯保証人本人が手続きを行うこと

３．手続き方法

（１）ゆうちょ銀行または郵便局へ出向き、「自動払込利用申込書」を請求し記入の上、提出する。

（２）出向く際の持参物

返還者（口座名義人）の通帳、届出印、身分証明書および当会の採用番号を記したもの

（封筒宛名の下、採用通知書に記載あり）

＊事前に窓口に確認しておくこと

（３）代理人が出向く際には、必要な持参品を事前に確認しておくこと

（４）記入で不明な場合等は、ゆうちょ窓口で尋ねること 要確認！

ゆうちょ銀行・自動払込利用申込の手続き

（2024.08.01）

通帳の登録住所を記入（窓口で確認可能、住所変更の場合は記入前に行うこと）

自動引落しの名義人氏名（連帯保証人も可）
通帳の

届出印

公益財団法人 日鉄鉱業奨学会

００１３０－９－５３９８０７

✓

チェックマークを記入

２７

口座名義人氏名が連帯保証人の場合、ここに奨学生本人の氏名を記入

必ず６桁の奨学生採用番号をマス内に記入＊＊ー＊＊ー＊＊

採用番号は封筒宛名の下、又は採用通知書に記載あり

― ―

新規申込者は、払込開始月を１０月以降で記入し、途中変

更者は任意の開始月を記入する。

払込日は「２７日」と記入し、再払込日は記入しない。
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＜参考：返還手続きのフロー＞

貸与完了前年の１２月中旬頃に
連帯保証人へ送付する

１月末までに「借用証書」を返送する
連帯保証人の
年収証明書・印鑑登録証明書を添付

３月をもって奨学金の「貸与完了」（最終送金日:1月21日、金融機関休業日の場合は前営業日）

　　←

月賦・半年賦・年賦での返還者

＊奨学生は10月から返還開始となる
（自動払込利用口座から引落開始）

一括での返還者
（返還日まで待機）

（2024.08.01）

左記の利用申込手続
きを２月末までに行
うこと

＊なお入学後の在学証明書を4月以
降に提出すること。

日鉄鉱業奨学会

貸与奨学生

借用証書

提出依頼

借 用

証 書

借用証書

記 入 例

日鉄鉱業奨学会

借 用

証 書

連帯保証人

年収証明書

連帯保証人

印鑑登録

証 明 書

返 還

猶予願

貸与奨学生

日鉄鉱業奨学会

ゆうちょ

自動払込

利用申込書

ゆうちょ銀行(郵便局)

*返還猶予希望者は、当会へ連絡

のうえ、返還猶予願を提出。

＊大学院等へ進学する場合は入

学許可証・合格証を一緒に提出。

＊返還猶予希望者へは、当会か

ら猶予可否を連絡する返還猶予

可否通知

自 動 払 込

受付通知書

みずほ銀行
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